
参考－１ 

 

河川内樹木の伐採を希望する方の募集を行います！ 

（伐採した樹木は無償でお持ち帰りいただけます） 

                  
◎概要 

河川内の樹木は、洪水時に流れの支障となり、さらには倒れた樹木が下流の橋等に悪

影響を及ぼすなど、治水上問題となります。また、河川監視の際に視野が遮られ、河川

管理上の支障となったり、ゴミの不法投棄の温床にもなっております。 

そこで、山梨県峡南建設事務所身延支所（河川砂防管理課）では、伐採コストの縮減

及び木材資源の有効活用を目的に、河川内に繁茂する樹木（ハリエンジュ等）について、

伐採及び持ち帰りを希望される方を次のとおり募集します。 

 

１、伐採箇所 

対象箇所の中に予め区画を設定し、各区画割ごとに伐採者を決定します（伐採する区

画は、県で抽選にて決定するため、伐採者が区画を希望することは出来ません。）。応

募人数が区画数を上回った場合は、抽選になります。樹木の太さや数量は、区画によっ

てバラつきがありますが、胸高直径２０～３０ｃｍ程度のものを２０本程度になるよう

に選定します。 

なお、伐採区画までは軽トラック程度の運搬車両が進入できるように整備を実施しま

す。（整備は伐採開始前までに実施する予定） 

伐採対象箇所 予定区画数 

 早川：早川町小縄（弁天橋付近） 
２区画 

（２名） 

 

２、伐採面積 

１区画あたり４００㎡程度（樹木の粗密状況により、区画ごとの面積は異なります。） 

計２区画（区画数は変更することがあります。） 

 

３、応募資格 

以下をすべて満たすことが条件となります。 

① 山梨県在住者 

② 伐採した樹木の幹、枝の全ての持ち帰りを希望する個人又は団体 

③ 営利を目的としない個人又は団体 

④ 伐採した樹木を自家消費できる個人又は団体（譲渡、売却、廃棄の禁止） 
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４、応募の無効（欠格） 

下記に一つでも該当する場合、応募資格なしとして無効（欠格）といたします。 

① 応募書類に必要事項の記載がない場合 

② 「３、応募資格」の条件を有さない場合 

③ 重複応募が判明した場合（同一世帯、同一団体の方はご遠慮ください。） 

④ 過去に欠格と判断された個人又は団体 

なお、応募内容に虚偽の記述があった場合は、判明した時点で当選の前後にかかわら

ず無効とさせていただく場合があります。 

 

５、伐採条件 

① 実施内容、費用等の負担について 

  伐採、積込、運搬に係る労力費及び運搬費は全て伐採者の自己負担とします。 

② 伐採中の事故、第三者への危害の防止及び賠償責任について 

作業に伴い、河川管理施設、堤防天端道路等の河川利用者、民地所有者、占用者

及び他区画の伐採者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施し、万一第三者等

へ危害が発生したときは伐採者が賠償責任を負うものとします。 

 なお、作業中の事故やケガ等については、河川管理者は一切責任を負いません。 

③ 伐採した木の枝の持ち帰りについて 

伐採した木の枝についてもすべて持ち帰るものとします。 

（参考：「幹と枝について」のとおり） 

持ち帰らなかった方は、次年度に応募されても無効とさせていただく場合があります。 

④ その他 

  伐採区画内に保全対象の樹木がある場合には、河川管理者の指示に従ってくださ

い。 

 

６、申し込み方法 

申し込みは、原則として電子メールのみとさせていただきます。 

下記「応募用紙」をダウンロードし、必要事項を記載の上、応募期間中に下記アド

レスまで電子メールにて送信してください。電子メールでの申し込みが困難な場合は

峡南建設事務所身延支所河川砂防管理課（Tel:0556-62-9062）までお問い合わせくだ

さい。 

また、応募時にアンケートを実施しておりますので、併せてご協力をお願いします。 

① 応募受付期間：令和５年９月１日（金）～ 令和５年１１月３０日（木） 

② 送信先アドレス：mnb-kensetsu@pref.yamanashi.lg.jp 

③ ※送信する電子メールの件名には「公募伐採申込み」の文字を必ずご記入くださ

い。 
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７、応募者多数の場合の伐採者の決定方法 

応募者が区画数を超える場合には、抽選とします。抽選は峡南建設事務所身延支所（河

川砂防管理課）において厳正に行い、当選者を決定します。 

また、応募者が公募人数に満たなかった時には、伐採者の希望により各区画の伐採面

積を増やす場合や、希望者が無い時には、再募集を行う場合があります。 

※注意事項（枝の処理⇒お持ち帰りください。） 

 伐採した樹木については、枝も含めて投棄を禁止します。 

また、河川敷内においては、伐採木の焚き火は野火等の原因になり非常に危険なため、河

川管理者として禁止します。 

なお、平成 13年施行の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びそれに基づく「廃棄

物の処理及び清掃に関する法律施行令」により、廃棄物の投棄及び焼却は原則禁止されてい

ます。 

 

８、当選者（伐採者）の発表方法 

当選者については、当ホームページ上で予め応募用紙にご記入いただいた「ニックネ

ーム」（本名でも可）にて発表するとともに速やかに文書にて通知します。（落選され

た方には通知は行いません。）当選者の決定は１２月上旬を予定しております。 

なお、抽選結果についての苦情・問い合わせに関しては、ご遠慮ください。 

 

９、伐採時期及び時間 

（１）伐採時期  

募集期間終了後、令和５年１２月１３日（水）までに「許可申請書（公募伐採）」を

峡南建設事務所身延支所（河川砂防管理課）へ持参もしくは郵送にて提出してください。

申請書の提出が無い場合は、伐採の意思無しとみなし、他の応募者を伐採者に振り替え

ます（繰り上げ当選とします）。 

申請書が提出されましたら（提出順に）許可書を発送しますので、その後、令和６年

１月３１日（水）までに伐採していただきます。なお、申請書を提出されたにもかかわ

らず伐採しなかった場合は、次年度以降、応募されても無効とさせていただきます。 

伐採終了後は速やかに下記「完了届（公募伐採）」を提出してください。 

 

（２）作業時間 

８時～１７時までとします。土日祝日も可能です。 
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１０、その他 

・応募者は止むを得ない事由が発生した場合には、いつでも取り下げの申し出が可能です。 

・伐採者を通知した以後（許可書発送後）において、当人に河川管理上好ましくない行為

があった場合には、許可を取り消す場合があります。その際には原状回復等の措置を求

める場合があり、また伐採のためにそれまでに生じた費用は当人にご負担いただきます。 

・公募後に生じた事情により、公募手続の進行状況の如何に関わらず、公募伐採を中止す

る場合があります。 

・伐採された樹木については、盗難防止のため当日に搬出するようお願いします。万が一

盗難にあっても一切責任は負いませんので、ご承知おきください。 

 


